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【機密性２】

適用条件 補正
係数

適用
優先施工地域区分 対象 工種区分

大都市(１) 東京特別区，横浜市，大阪市の市街地部が
施工箇所に含まれる場合。

舗装工事
2.0 1電線共同溝工事

道路維持工事

大都市(２)

札幌市，・・・（中略）・・・，福岡市の市街地
部が施工箇所に含まれる場合。
※東京特別区，横浜市，大阪市の市街地部
については，鋼橋架設工事，下水道工事
(1),(2)のみ対象とする。

鋼橋架設工事

1.5 2
舗装工事

電線共同溝工事
道路維持工事

下水道工事(1),(2)

市街地（DID 補
正）（１） 市街地部が施工箇所に含まれる場合。

鋼橋架設工事

1.3 3
電線共同溝工事
道路維持工事

舗装工事
橋梁保全工事

一般交通影響有り
（１）

２車線以上（片側１車線以上）かつ交通量
（上下合計）が5,000 台/日以上の車道にお
いて，車線変更を促す規制を行う場合。ただし，
常時全面通行止めの場合は対象外とする。

全ての工種（※） 1.3 4

一般交通影響有り
（２）

一般交通影響有り（２）以外の車道において，
車線変更を促す規制を伴う場合。（常時全面
通行止めの場合を含む。）

全ての工種（※） 1.2 5

市街地（DID 補
正）（２）

市街地（DID 補正）（１）で適用となる工種
区分以外で，市街地部が施工箇所に含まれる
場合。

市街地（DID 補正）
（１）以外（※） 1.2 6

山間僻地及び離島
人事院規則における特地勤務手当を支給するた
めに指定した地区，及びこれに準ずる地区の場
合。

全ての工種（※） 1.3 7

（１）現道上の工事等における施工地域補正の改定

共通仮設費の施工地域を考慮した補正の改定（案）

○ 現道上の工事で一般交通の影響を受ける工事や、運搬費・安全費などの費用が割高となる市街地での工事について、
より実態に即した積算を可能とするため、施工地域補正を改定。

適用条件 補正
係数

適用
優先施工地域区分 対象 工種区分

大都市(１) 東京特別区，横浜市，大阪市の市街地部が
施工箇所に含まれる場合。

舗装工事
2.0 1電線共同溝工事

道路維持工事

大都市(２)

札幌市，・・・（中略）・・・，福岡市の市街地
部が施工箇所に含まれる場合。
※東京特別区，横浜市，大阪市の市街地部
については，鋼橋架設工事，下水道工事
(1),(2)のみ対象とする。

鋼橋架設工事

1.5 2
舗装工事

電線共同溝工事
道路維持工事

下水道工事(1),(2)

市街地（DID 補
正）（１） 市街地部が施工箇所に含まれる場合。

電線共同溝工事

1.4 3

道路維持工事
舗装工事

橋梁保全工事

一般交通影響有り
（１）

２車線以上（片側１車線以上）かつ交通量
（上下合計）が5,000 台/日以上の車道にお
いて，車線変更を促す規制を行う場合。ただし，
常時全面通行止めの場合は対象外とする。

電線共同溝工事
道路維持工事

舗装工事
橋梁保全工事

一般交通影響有り
（２）

一般交通影響有り（１）以外の車道において，
車線変更を促す規制を伴う場合。（常時全面
通行止めの場合を含む。）

電線共同溝工事
道路維持工事

舗装工事
橋梁保全工事

市街地（DID 補
正）（１） 市街地部が施工箇所に含まれる場合。

鋼橋架設工事

1.3 4
電線共同溝工事
道路維持工事

舗装工事
橋梁保全工事

一般交通影響有り
（１）

２車線以上（片側１車線以上）かつ交通量
（上下合計）が5,000 台/日以上の車道にお
いて，車線変更を促す規制を行う場合。ただし，
常時全面通行止めの場合は対象外とする。

電線共同溝工事、道路維持
工事、舗装工事、橋梁保全

工事以外の工事（※）
1.3 5

一般交通影響有り
（２）

一般交通影響有り（２）以外の車道において，
車線変更を促す規制を伴う場合。（常時全面
通行止めの場合を含む。）

電線共同溝工事、道路維持
工事、舗装工事、橋梁保全

工事以外の工事（※）
1.2 6

市街地（DID 補
正）（２）

市街地（DID 補正）（１）で適用となる工種
区分以外で，市街地部が施工箇所に含まれる
場合。

鋼橋架設工事、電線共同溝
工事、道路維持工事、舗装
工事、橋梁保全工事以外の

工事（※）

1.2 7

山間僻地及び離島
人事院規則における特地勤務手当を支給するた
めに指定した地区，及びこれに準ずる地区の場
合。

全ての工種（※） 1.3 8

共通仮設費
の改定

工 事



【機密性２】
（１）現道上の工事等における施工地域補正の改定

現場管理費の施工地域を考慮した補正の改定（案）
適用条件 補正

係数
適用
優先施工地域区分 対象 工種区分

大都市（１）,(２)

札幌市，・・・（中略）・・・，福岡市の市街地
部が施工箇所に含まれる場合。
※東京特別区，横浜市，大阪市の市街地部
については，鋼橋架設工事，下水道工事
(1),(2)のみ対象とする。

鋼橋架設工事

1.2 1
舗装工事

電線共同溝工事
道路維持工事

下水道工事(1),(2)

市街地（DID 補
正）（１） 市街地部が施工箇所に含まれる場合。

鋼橋架設工事

1.1 2
電線共同溝工事
道路維持工事

舗装工事
橋梁保全工事

一般交通影響有り
（１）

２車線以上（片側１車線以上）かつ交通量
（上下合計）が5,000 台/日以上の車道にお
いて，車線変更を促す規制を行う場合。ただし，
常時全面通行止めの場合は対象外とする。

全ての工種（※） 1.1 3

一般交通影響有り
（２）

一般交通影響有り（２）以外の車道において，
車線変更を促す規制を伴う場合。（常時全面
通行止めの場合を含む。）

全ての工種（※） 1.1 4

市街地（DID 補
正）（２）

市街地（DID 補正）（１）で適用となる工種
区分以外で，市街地部が施工箇所に含まれる
場合。

市街地（DID 補正）
（１）以外（※） 1.1 5

山間僻地及び離島
人事院規則における特地勤務手当を支給するた
めに指定した地区，及びこれに準ずる地区の場
合。

全ての工種（※） 1.0 6

適用条件 補正
係数

適用
優先施工地域区分 対象 工種区分

大都市（１）,(２)

札幌市，・・・（中略）・・・，福岡市の市街地
部が施工箇所に含まれる場合。
※東京特別区，横浜市，大阪市の市街地部
については，鋼橋架設工事，下水道工事
(1),(2)のみ対象とする。

鋼橋架設工事

1.2 1
舗装工事

電線共同溝工事
道路維持工事

下水道工事(1),(2)

市街地（DID 補
正）（１） 市街地部が施工箇所に含まれる場合。

電線共同溝工事

1.2 2

道路維持工事
舗装工事

橋梁保全工事

一般交通影響有り
（１）

２車線以上（片側１車線以上）かつ交通量
（上下合計）が5,000 台/日以上の車道にお
いて，車線変更を促す規制を行う場合。ただし，
常時全面通行止めの場合は対象外とする。

電線共同溝工事
道路維持工事

舗装工事
橋梁保全工事

一般交通影響有り
（２）

一般交通影響有り（１）以外の車道において，
車線変更を促す規制を伴う場合。（常時全面
通行止めの場合を含む。）

電線共同溝工事
道路維持工事

舗装工事
橋梁保全工事

市街地（DID 補
正）（１） 市街地部が施工箇所に含まれる場合。

鋼橋架設工事

1.1 3
電線共同溝工事
道路維持工事

舗装工事
橋梁保全工事

一般交通影響有り
（１）

２車線以上（片側１車線以上）かつ交通量
（上下合計）が5,000 台/日以上の車道にお
いて，車線変更を促す規制を行う場合。ただし，
常時全面通行止めの場合は対象外とする。

電線共同溝工事、道路維持
工事、舗装工事、橋梁保全

工事以外の工事（※）
1.1 4

一般交通影響有り
（２）

一般交通影響有り（２）以外の車道において，
車線変更を促す規制を伴う場合。（常時全面
通行止めの場合を含む。）

電線共同溝工事、道路維持
工事、舗装工事、橋梁保全

工事以外の工事（※）
1.1 5

市街地（DID 補
正）（２）

市街地（DID 補正）（１）で適用となる工種
区分以外で，市街地部が施工箇所に含まれる
場合。

鋼橋架設工事、電線共同溝
工事、道路維持工事、舗装
工事、橋梁保全工事以外の

工事（※）

1.1 6

山間僻地及び離島
人事院規則における特地勤務手当を支給するた
めに指定した地区，及びこれに準ずる地区の場
合。

全ての工種（※） 1.0 7

現場管理費
の改定

※ 直接工事費約１億円の舗装工事の場合、
工事価格 約164百万円→約168百万円（約400万円:2.7％）増

工 事



（２）時間的制約を受ける積算方法の見直し

① 現道の交通量の多い時間帯
② 通勤・通学の時間帯
③ 公的な輸送機関（バス・鉄道等）のピークとなる時間帯
④ 工事現場周辺地域の生活、各種営業活動等の時間帯等

以上の時間帯を避けた施工を行う場合。
ただし、ある特定の日のみの制約（例：毎週○曜日のみ）を受ける
場合は適用しない。

土木工事において、現場条件により継続的に時間的制約を受け、標準作業時間（8時間）を確保することができ
ない場合の積算方法として、労務費の補正を行う。

時間的制約条件

補正割増し係数

時間的制約状況の程度 補正割増し
係数

時間的制約を受ける場合※1 1.06

時間的制約を著しく受ける場合※2 1.14

時間的制約を受ける積算のイメージ

※1：作業時間が、7時間/日を超え7.5時間/日以下
※2：作業時間が、4時間/日以上、7時間/日以下

制約を受けた作業時間制約時間 制約時間

17 188 9

4h3h 休憩
1h

1312 設計労務単価 ＝ 基準額 ×補正割増し係数
＝ 基準額 ×1.14

（昼間施工で時間的制約を受ける場合の例）

0.5h 0.5h

① 現道の交通量の多い時間帯
② 通勤・通学の時間帯
③ 公的な輸送機関（バス・鉄道等）のピークとなる時間帯
④ 工事現場周辺地域の生活、各種営業活動等の時間帯等
⑤ 山間部など現場条件によって作業時間に制約を受ける場合等

①～④の時間帯を避けた施工を行う場合又は⑤の制約を受ける場合。
ただし、ある特定の日のみの制約（例：毎週○曜日のみ）を受ける
場合は適用しない。

砂防工事等の
山間部の工事
を想定して、
要件を追加

※ 直接工事費約１億円の砂防・地すべり工事で時間的制約を著しく受ける場合は、工事価格 約200万円（約1.3％）増

工 事



【機密性２】
（３）大規模災害における復興係数・復興歩掛（継続）

被災地における施工確保対策

東日本大震災 熊本地震 平成30年7月豪雨

復興係数

間接工事費
を補正

適用時期 H26.2.3 H29.2.1
(H29.11.1一部引き上げ) R1.8.19

対象工種 全ての土木工事 全ての土木工事 全ての土木工事

対象地域 被災3県（岩手・宮城・福島） 熊本県内 広島県内

補正率
共通仮設費：1.5 共通仮設費：1.4（阿蘇・上益城）

1.1（その他県内）
共通仮設費：1.1

現場管理費：1.2 現場管理費：1.1 現場管理費：1.1

復興歩掛

歩掛の日当
たり標準作
業量を補正

適用時期 H25.10.1 H29.2.1 R1.8.19

対象工種 土工、コンクリート工 土工 土工

対象地域 被災3県（岩手・宮城・福島） 熊本県内 広島県内

補正率
土工：標準作業量を20%低減

コンクリート工：標準作業量を
10%低減

土工：標準作業量を20%低減 土工：標準作業量を20%低減

○ 被災地では、機労材の調達等による間接工事費の支出の増大や工事量の増大による資材やﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等の
不足から作業効率が低下する実態を踏まえ、復興事業の円滑化を目的に復興係数・復興歩掛を導入。

令和２年度も現行の復興係数・復興歩掛を継続

工 事



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

２．働き方改革に取り組める環境整備



【機密性２】

週休２日の補正係数

週休２日工事の実施状況

H29 H30 H31・R1 (R1.9時点)

発注者指定 受注者希望 交代制モデル

公告件数 3,841 6,485 4,902 407 4,370 125

実施件数 1,106 3,129 2,458 215 2,159 84

実施率 29% 48% 50% 53% 49% 67%

(H31・R1年度） 4週6休 4週7休 4週8休以上

労務費 1.01 1.03 1.05
機械経費(賃料) 1.01 1.03 1.04
共通仮設費 1.01 1.03 1.04
現場管理費 1.02 1.04 1.05

（４）週休２日の労務費、機械経費（賃料）、間接工事費の補正

○ 週休２日の実現に向けた環境整備として、現場閉所の状況に応じた労務費、機械経費（賃料）、共
通仮設費、現場管理費の補正係数を見直し。

○ 受注者希望方式における積算方法を、現場閉所の達成状況に応じた設計変更から、発注者指定方式
と同様に 当初予定価格から4週8休を前提とした経費の積算を行う。

(R2年度） 4週6休 4週7休 4週8休以上

労務費 1.01 1.03 1.05
機械経費(賃料) 1.01 1.03 1.04
共通仮設費 1.02 1.03 1.04
現場管理費 1.03 1.04 1.06

※週休２日対象工事の中から一部の工事を抽出し、
発注部局の協力のもと、建設業所管部局において下請への賃金の行き渡りについて調査

工 事



（５）新たな労務単価の割増し

（災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等）
第三十三条
災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合におい

ては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十
二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の
休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受
ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
２ 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労
働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に
相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
３ 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわら
ず、官公署の事業（別表第一に掲げる事業を除く。）に従事する国家公務員
及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労
働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。

（参考）労働基準法【抜粋】
第２章 工事費の積算
① 直接工事費
３ 労務費
労務費は，工事を施工するに必要な労務の費用とし，その算定は次の(1)から

(４)によるものとする。
（１）所要人員

＜略＞
（２）労務賃金

＜略＞
（３）夜間工事の労務単価

＜略＞
（４）休日作業の労務単価
緊急時等、やむを得ず法定休日に作業を行う場合には、休日割増し

（基準額×割増対象賃金比×0.35）を加算するものとする。
※法定休日とは、使用者の定める週一回以上、もしくは４週間のうちに４日以上の休日

土木工事標準積算基準書（改定案）

種類 支払う条件 割増率

時 間 外
（時間外手当・残業手当）

法定労働時間（1日8時間・週40時間）を超えたとき 25%以上

時間外労働が限度時間（1か月45時間、1年360時間等）を超えたとき 25％以上（※1）

時間外労働が1か月60時間を超えたとき（※2） 50％以上（※2）

休 日（休日手当） 法定休日（週1日）に勤務させたとき 35％以上

深 夜（深夜手当） 22時から5時までの間に勤務させたとき 25％以上
（※1）25％を超える率とするよう努めることが必要です。
（※2）中小企業については、当分の間、適用が猶予されています。

（参考）労働基準法に基づく割増賃金率表

○ 休日割増を導入
○ 契約後、受注者の法定休日について報告を貰う。

工 事



（６）宿泊、滞在を伴う業務の旅費交通費の率化等

宿泊、滞在を伴う業務の旅費交通費

区分 旅費 旅費の上限（千円）

測 量 業 務 直 接 人 件 費 の 0 . 8 3 % 313

地 質 調 査 業 務 直 接 調 査 費 の 1 . 6 0 % 765

土 木 設 計 業 務 直 接 人 件 費 の 1 . 3 3 % 307

調 査 、 計 画 業 務 直 接 人 件 費 の 2 . 5 9 % 904

位置図

従来の積算方法

現地作業

積算上の基地

※旅費＝（直接人件費または直接調査費）×率 ・・・ ①

○昨年度、旅費交通費の原則率化（宿泊、滞在を伴う業務は対象外）について、設計業務等標準積算基準
書（参考）を一部改定したところである。

○今年度、宿泊、滞在を伴う業務の旅費交通費についても原則率化等により、積算の効率化を図る。

（積算上の基地）

指名業者の内、最寄の業者の
所属する市役所等

区分 日当・宿泊料〔千円〕

測 量 業 務 7.3X

地 質 調 査 業 務 6.6X

土 木 設 計 業 務 9.1X

調 査 、 計 画 業 務 9.1X

X：延べ宿泊日数、滞在日数〔日〕

宿泊、滞在を伴う業務の旅費
交通費は積上げにより算出

改訂後の積算方法

※日当＋宿泊料＝係数× X ・・・ ②

宿泊、滞在を伴う業務に係る旅費の率化、日当、宿泊料を数式化
⇒率、数式等により算出した額を旅費交通費として積算し算出
※旅費交通費＝①＋②＋③

【注意点】
「往復旅行時間にかかる直接人件費」については、
従来どおり別途計上
※ 往復旅行時間にかかる直接人件費

＝基準日額（技術者単価）×移動日数 ・・・ ③

業 務
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（７）ＩＣＴ施工における積算基準の拡充

発注者

OK

③ICT建設機械による
施工

④検査の省力化①ドローン等による３次元測量 ②３次元測量データによる設計・
施工計画

３次元設計データ等
を通信

共通仮設費
（技術管理費）

共通仮設費
（技術管理費）

共通仮設費
（技術管理費）見積のバラツキ 見積のバラツキ 経費の乖離

共通仮設費
（技術管理費）

直接工事費
（賃料）

・ 保守点検費
・ システム初期費

賃料の地域差

項 目 計上項目 積算方法
① 3次元起工測量 共通仮設費 見積徴収 による積上げ
② 3次元設計データ作成 共通仮設費 見積徴収 による積上げ

③
ICT建機施工 直接工事費 損料または賃料
（保守点検） 共通仮設費 算定式 による積上げ
（システム初期費） 共通仮設費 定額 による積上げ

④ 3次元出来形管理 共通仮設費 率計上（通常工事と同率）
⑤ 3次元データ納品 共通仮設費 率計上（通常工事と同率）

その他 社員等従業員給与手当
や外注経費等 現場管理費 率計上（通常工事と同率）

積算方法の改定
見積徴収
見積徴収
市場の単価を反映
算定式
定額
補正係数の設定
補正係数の設定

補正係数の設定

現 行 改定（案）

※直接工事費 約１億円の河川工事の場合、
工事価格 約153百万円→約155百万円（約200万円:1.3%)増

⑤
3次元
ﾃﾞｰﾀ
納品

ICT施工のフロー

（ICT建機賃料の改定含む）

共通仮設費
補正 1.2

現場管理費
補正 1.1

工 事



（８） ＩＣＴ活用工事における小規模施工の積算対応

○ 現場条件により、標準のICT施工機械（クローラ型山積0.8m3）が施工現場に搬入できない、
又は配置できない場合などは、標準積算によらず見積りを活用するなど適正な予定価格を設定。

0

50

100

150

200

250

300

5千m3未満 5千m3以上1万m3未満 1万m3以上5万m3未満 5万m3以上

↓H31.4～ ↓H30.4～ ↓従前の区分

施工土量別の工事件数(H30年度)

日当り施工量
【レキ質土・砂・砂
質土・粘性土】×

【障害なし】
250㎥/日 290㎥/日 350㎥/日 550㎥/日

現場条件により、標準のICT施工機械※よりも
規格の小さい施工機械を用いる場合は、
標準積算によらず見積りを活用

標準のICT施工機械を活用する場合、5,000m3未満の工事
における日当たり施工量には、施工土量による差は見られない。

※バックホウクローラ型山積0.8m3

工 事



（９）ＩＣＴ施工の新規工種に係わる積算要領ついて

○ ICTの新規工種として、地盤改良工（深層混合）の「スラリー撹拌工（ICT）」、舗装工（修繕工）
の「切削オーバーレイ工（ICT） 」の２工種を新設

【ＩＣＴ施工の概要】

本施工は、セメント及び石灰系固化材のスラリー材（セメントミルク又はモルタル）を圧送・注入し、原地盤と撹拌・混合することによ
り改良体（コラム）を造成する工法において、地盤改良機の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械による施工用データと
の差分を用いて、作業装置を誘導する３次元マシンガイダンス技術による地盤改良工である。

【制定内容】

○施工位置決めの効率化による日当たり施工量の制定
杭長が短い場合の日当り施工本数が効率化することを反映

○ICT建設機械経費加算額の制定
ICT地盤改良機に取付る各種機器及び地上の基地局・管理局の賃料

○システム初期費の制定
ICT施工用機器の賃貸業者が行う施工業者へ貸出しに要する費用

【ＩＣＴ施工の概要】

本施工は、出来形計測の省力化を図ることが出来るシステムを用いた、ＩＣＴ路面切削機によるアスファルト路面の切削作業である。

路面切削機の位置及び刃先の位置をリアルタイムに取得した、施工履歴データと３次元設計データとの差分による出来形管理を行うも
のである。

【制定内容】

○ICT建設機械経費加算額の制定
施工履歴データ取得に必要な各種機器及び地上の基地局・管理局の賃料

○システム初期費の制定
ICT施工用機器の賃貸業者が行う施工業者へ貸出しに要する費用

切削機システム

(X，Y)

切削深さ（設計深さ）

（従来）誘導員による位置決め （ICT）施工位置のガイダンス画面（例）

切削履歴の記録するシステム
（路面切削機に後付け）

切削機進行方向

○スラリー撹拌工（ICT）

○切削オーバーレイ工（ICT）

工 事

（イメージ図）



（１０）ICT活用業務の積算対応について

設計業務等積算基準書の記載内容について、現場状況や業務実態等を踏まえて、修正・追記・削除を行う。

１．改定概要

設計業務等積算基準書の修正内容の一例
改 正 現 行

１－４ 測量業務費の積算方式

１－４－１ 測量業務費

３．測量調査費

測量調査費については、「土木設計業務等積算基準」による。

測量調査についての運用は、別表第２による。

なお、「３次元ベクトルデータ作成」及び「３次元設計周辺

データ作成」については「ＩＣＴの全面的な活用の推進に関す

る実施方針」で定められている各実施要領に基づき、測量調査

費として計上するものとする。

１－４ 測量業務費の積算方式

１－４－１ 測量業務費

３．測量調査費

測量調査費については、「土木設計業務等積算基準」による。

なお、測量調査についての運用は、別表第２による。

改定背景：
「３次元ベクトルデータ作成」及び「３次元設計周辺データ作成」については『ＩＣＴの全面的な活用の推進
に関する実施方針』で定められている各実施要領に基づくこととされており、また、各実施要領において、
「測量調査費」として積算することとされているが、今般、その取り扱いを明確化するため、設計業務等積
算基準書に明記することとした。

業 務



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

４．改正品確法等を踏まえた
積算基準の改定



（１１）工期と連動した間接工事費の設定

○ 現状、一時中止に伴う増加費用等の積算の基準は整備されているが、一時中止の有無にかかわら
ず、受注者に責任がない中で工期を延期した場合（天候要因等の場合）の積算基準を整備。

○ 施工実態に即して、算定方式の係数を見直す。
※本基準を適切に運用できるよう、発注時に天候要因による休日日数を条件明示する。

工種区分
係数A 係数B

係数a 係数b一般交通影
響無し

一般交通影
響有り（1）

一般交通影
響有り（2）

市街地
（DID補
正）(2)

山間僻地及
び離島

一般交通影
響無し

一般交通影
響有り（1）

一般交通影
響有り（2）

市街地
（DID補
正）(2)

山間僻地及
び離島

河川工事 1901.4 2116.7 2104.1 2104.1 1939.0 -0.3284 -0.3275 -0.3280 -0.3280 -0.3269 13.3999 0.1615

□ 算定方法
G = dg × J × α
Ｇ：中止期間中の工期延期に伴う現場維持等の費用（受注者の責によるものを除く）
dg：中止工期延期に係る現場経費率（％）
Ｊ：対象額（一時中止工期延期時点の契約上の現場管理費対象純工事費）
α：積上げ費用

Ｎ：中止日数（日）ただし，部分中止の場合は，部分中止に伴う工期延期日数。
工期延期日数（受注者の責によるものを除く）

Ｒ：公共工事設計労務単価（土木一般世話役）
Ａ，Ｂ，ａ，ｂ：各工種毎に決まる係数（別表－１）

※ 純工事費約２億円の河川工事で約20日間の工期延期をした場合は約146万円が約150万円へ約4万円（約2％）増

工種区分
係数A 係 数 Ｂ 係 数 ａ 係 数 ｂ

地方部（一般交
通等の影響なし）

地方部（一般交通等影
響有）山間僻地離島

市街地（ＤＩＤ地区・準
ずる地区

河川工事 739.2 781.0 807.6 -0.2636 0.3687 0.3311

現 行

改定（案）

「河川工事」の事例

改定案

工 事



（１２）除雪工における積算方法の改定

○ 施工実態調査の結果を踏まえ、道路除雪工の歩掛を改定。
○ 除雪作業は維持工事に含めて発注することが多いことから、通常４月に行う歩掛改定を次

年度の早期発注に間に合うように、年度内に歩掛の一部改定を行う。
○ 改定歩掛の適用は令和2年2月1日以降に契約締結する工事とする。

現 行

名 称 単位 数量

運転手（特殊・一般） 人 1/T

助手
（特殊作業員・普通作業員） 人 1/T

土木一般世話役 人 (1/T)/5

機械付労務
（特殊作業員・普通作業員） 人

除雪機械 h 1

付属品損耗費 h 1

燃料費 L

諸雑費 式 1

除雪機械1時間当たり単価表

名 称 単位 数量

運転手（特殊・一般） 人 1/T

助手
（特殊作業員・普通作業員） 人 1/T

除雪作業世話役
（ 土木一般世話役） 人 (1/T)/３

機械付労務
（特殊作業員・普通作業員） 人

除雪機械 h 1

付属品損耗費 h 1

燃料費 L

諸雑費 式 1

除雪機械1時間当たり単価表
改 定

工 事



工種区分 700万円
以下

700万円を超え
10億円以下

10億円を
超えるもの

河川工事 43.43％ 1276.7×Ｎｐ－0.2145 14.98％

（１３）労災補償に必要な保険契約における保険料の積算方法の検討

工種区分 700万円
以下

700万円を超え
10億円以下

10億円を
超えるもの

河川工事 43.20％ 1270×Ｎｐ－0.2145 14.90％

現 行

改 定

「河川・道路構造物工事」の事例

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

現場管理費率（算定式）の改定

700万円 10億円

現行
改定

※ 直接工事費約2億円の工事では
現場管理費率 約0.1％増(20.77％→20.88%)

（約30万円増）

○ 改正品確法において、労災補償に必要な保険契約の保険料等の予定価格への反映が法定化されたことを踏ま
え、全工種区分の現場管理費を改定。
※併せて、入札説明書において労災補償に必要な保険の付保を要件化

工 事



【機密性２】
（１４）墜落制止用器具（フルハーネス型）の原則化に伴う積算対応

○ 安全衛生法関係法令が改正（平成31年2月施行）され、墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが
原則となった。

○ 現行の安全帯の使用は、令和4年1月1日までの猶予期間があり、その間の費用計上方法は実績変更により計上。
○ 共通仮設費の率計上に向けて、次年度から諸経費動向調査を実施する。

②助成金額積算計上額

費用計上のイメージ
①墜落制止用器具 購入額

※1安全帯費：共通仮設費の率分に計上されている額を控除

安衛法令等の改正

③安全帯費※1 当該工事における
使用年数
耐用年数

×購入数量積算計上額＝(①－②－③)×

［計算式］

工 事

フルハーネス型
のイメージ



【機密性２】
（１５）土木工事標準歩掛

工 事

（１） 新規制定工種 【１工種】
①トンネル補修工（ひび割れ補修工）

（２） 日当り施工量、労務、資機材等の変動により改定を行った工種
【１３工種】
①仮橋仮桟橋工、②架設支保工、③ウェルポイント工、④コンクリート
工（砂防）、⑤鋼製砂防工、⑥連続鉄筋コンクリート舗装工、
⑦トンネル清掃工、⑧道路除雪工、⑨ＰＣ橋片持架設工、

⑩トンネル工（ＮＡＴＭ）（発破工法）、⑪トンネル工（ＮＡＴ
Ｍ）（機械掘削工法）、⑫小断面トンネル工（ＮＡＴＭ）、

⑬トンネル工（ＮＡＴＭ）仮設備工（防音扉工）

土木工事標準歩掛の改定概要

土木工事標準歩掛は、土木請負工事費の積算に用いる標準的な施工条件における単位施工量当
り、若しくは日当りの労務工数、材料数量、機械運転時間等の所要量について工種ごとにとりまとめたも
の。「施工合理化調査等の実態調査」の結果を踏まえ、新規工種の制定及び既存制定工種を改定。

トンネル補修工（ひび割れ補修工）【新規工種】

施工フロー 施工状況

表３．１ 機種の選定 

機 械 名 規 格 単位 数量 摘要 

高 所 作 業 車 

［トラック架装・伸縮ブーム・プラッ

トフォーム型］作業床高9.9m・積載荷

重1,000kg 

台 1  

 (注) 高所作業車は，賃料とする。 

           表５．１ 日当り施工量   （ｍ／日） 

日当り施工量 単 位 数量 

ひび割れ補修工（低圧注入工法） m 8.5 

 



【機密性２】

建設機械等損料の改定概要

建設機械損料は、土木請負工事費の積算に用いる機械経費であり、建設業者が所有する建設機械
等の償却費、維持修理費、管理費等をとりまとめたもの。実態調査結果を踏まえ、新規機種の追加や既
存機種の建設機械損料を改定。

（１６）建設機械等損料
工 事

令和２年度建設機械等損料算定表 機械分類別平均変動率表 （変動率：令和２年度／平成３０年度）

区分 基礎価格  標準
使用年数

年間標準
運転時間

年間標準
運転日数

年間標準
供用日数

維持
修理費率

年間
管理費率 残存率

運転1時間当たり
換算値損料

(13)欄

供用1日当たり
換算値損料

(15)欄
01　ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ及びｽｸﾚｰﾊﾟ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00
02　掘削及び積込機 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00
03　運搬機械 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
04　ｸﾚｰﾝその他の荷役機械 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99
05　基礎工事用機械 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01
06　せん孔機械及びﾄﾝﾈﾙ工事用機械 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
07　ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ及び路盤用機械 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
08　締固め機械 1.01 1.00 1.00 1.00 1.09 1.00 1.00 1.00 1.01 0.93
09　ｺﾝｸﾘｰﾄ機械 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
10　舗装機械 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01
11　道路維持用機械 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12　空気圧縮機及び送風機(原動機を含む) 1.00 1.00 － 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98
13　建設用ﾎﾟﾝﾌﾟ(原動機を含む) 1.03 1.00 － 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.03 1.03
15　電気機器 1.00 1.00 － － 1.00 1.00 1.00 1.00 － 1.00
16　ｳｲﾝﾁ類 1.01 1.00 － 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01
17　試験測定機器 1.00 1.00 － 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 1.00
18　鋼橋・PC橋架設用仮設備機器 1.02 1.00 － － 1.00 1.00 1.00 1.00 － 1.02
20　その他の機器 1.01 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00
40　コンクリート生産設備（ダム施工機械） 1.03 1.15 1.17 1.20 1.17 1.53 1.00 1.00 1.03 1.02
50　除雪用建設機械 1.01 1.00 1.01 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 －

※１　運転1日当たり換算値損料

※１
※１

※１
※１



【機密性２】

施工パッケージは、土木請負工事費の積算に用いる標準的な施工条件における機械経費、労務費、材料費を含んだ単位
施工量当り「単価」を施工パッケージ毎に設定したもので、 「施工合理化調査等の実態調査」の結果を踏まえ、施工パッケー
ジ単価を改定。

また、施工パッケージ標準単価は、施工実態の変動を反映させているとともに、機械、労務、材料単価の物価変動による乖
離が生じないように、毎年度単価の更新を行っています。

１）日当り施工量、労務、資機材等の改定を行った工種【10工種】
①土工、②安定処理工、③基礎・裏込砕石工、④排水構造物工、⑤塵芥処理工、⑥土工（砂防）、

⑦透水性アスファルト舗装工、⑧路側工（取外し）、⑨橋梁付属施設設置工、
⑩スノーポール設置・撤去工

施工パッケージ関係 【10工種】

（１７）施工パッケージ関係

「施工パッケージ型積算方式標準単価表（参考資料）」の公表

施工パッケージ型積算方式の理解向上に資するため、施工パッケージ標準単価の代表機労材規格の
うち、代表機械規格及び代表労務規格の参考数量を「施工パッケージ型積算方式標準単価表（参考資
料）」として、国土技術政策総合研究所ＨＰに掲載（令和２年３月末公表予定）。

（http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/theme_sekop.htm）

工 事



（１８）電気通信編

電気通信に関する標準歩掛等は、実態調査の結果を踏まえ、新規工種の制定及び既存制定工種等を改定。

電気通信編の改定

１）歩掛制定【２工種】
①照明灯プレキャスト基礎設置工
②デジタル陸上移動通信装置設置工

２）撤去工事に関する歩掛改定【４工種】
①電気通信設備工事における一般事項（既設設備の撤去工事）、
②空中線装置設置工、③固定型衛星通信用地球局設備設置工、レーダ基地局装置設置工

既設設備の撤去工事において、据付歩掛に対する補正係数及び技術者等の取り扱いの変更を実施

３）移設工事に関する機器管理費率の改定
機器管理費率の補正係数に「機器を移設する場合」を追加

４）電気通信設備工事の日施工量の本基準化
電気通信設備工事における日施工量を制定

照明灯プレキャスト基礎

項目／工期 1 2 3 4 5 6 7 8

準備期間

機器製作期間

工事期間

電気通信設備工事の工期のイメージ

工期の大半が機器製作期間

機器製作期間と工事期間が重複する期間がある

工 事



（１９）機械設備編

機械設備編（機械設備積算基準）は、土木機械設備請負工事費の積算に用いる

標準的な施工条件における労務工数、材料数量、直接経費等の所要量についてと

りまとめたもので、「公共工事機械設備共同調査」の結果等を踏まえ、既存制定

工種の改定。

改定のポイント

（１）機械設備工事積算基準の改定

積算基準と実態とで乖離が見られたため改定

１）河川用水門設備、揚排水ポンプ設備（除塵設備）、鋼製付属設備の輸

送費算定式

２）一般管理費等率の改定

（２）機械設備点検・整備積算基準の改定

積算基準と実態とで乖離が見られたため改定

１）一般管理費等率の改定

工 事



（２０）設計業務等標準歩掛

○道路予備修正設計(B)において、実態と乖離のあった歩掛を改定
※その他の歩掛においても、歩掛調査に併せて適宜改定

１．改定概要

２．内容

■道路予備修正設計(B)
実態を踏まえて、現行歩掛の区分を３歩掛に分解

技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員

現行歩掛 1.0 0.5 1.0 1.5
新規歩掛① 0.7 0.5 0.8 0.8

〃 ② 0.1 0.3 0.6 0.6
〃 ③ 0.3 0.2 0.6 0.9

現行歩掛の区分
横断・小構造物・用排水及び道路付帯構造物設計
新規歩掛の区分
①横断設計
②道路付帯構造物及び小構造物設計
③用排水設計

技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員

現行歩掛 1.0 1.0 1.0
新規歩掛① 0.8 1.3 1.8

〃 ② 0.7 0.9 0.8
〃 ③ 0.4 0.7 0.5

１kmあたり

１kmあたり
現行歩掛の区分
設計図・用地幅杭計画及び関係機関との協議資料作成
新規歩掛の区分
①設計図
②関係機関との協議資料作成
③用地幅杭計画

業 務



【機密性２】
土木工事・業務の積算基準 改定スケジュール

○ 入札書提出締切日が4/1以降の案件から適用
※ただし、入札書提出締切日が3/1～3/31の間の案件は、旧基準のまま予定価格を算定し、契約後に変更可。

パターン 令和元年度 令和2年度 適 用

従来
公告 入札 契約

今

回

ケース１
公告 入札 契約

•新基準を適用する

ケース２ 公告 入札 契約 契約変更
•旧基準に基づき予定
価格を作成。

•契約後に改定内容に
基づき変更可。

ケース３
公告 入札 契約

•新基準を適用しない

4月1日
▼

（入札公告等へ記載）
○入札日：令和2年3月○日（予定）
○本工事で、受発注者は、次の方式により算出された請負代金額に契約を変更する
協議を請求することができる。

・変更後の請負代金額 ＝ 新基準に基づく予定価格 × 当初契約時の落札率

旧基準に基づき
予定価格を作成

受発注者からの請求に基づき新
基準に基づき予定価格を作成し、
契約変更可

新基準の適用パターン
3月1日

▼


